
１．計画期間： 　 年 9 月 1 日 ～ 年 3 月 31 日

２ ．当社の課題

３ ．目標

・

４．取組内容と実施時期

株式会社　高知丸高

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画

令和 4 令和 8

工事部で働く女性労働者を1人増やす

課題１： 女性がほとんど配置されていない部署がある

課題２： 女性を配慮しにくい職場環境（衛生面・装備面等）になっている

● 令和    4年    9月～　 現在活躍してる女性職員を求人誌等に紹介し、対象となる部署の求人募集を行う。

● 令和    4年    9月～　 現場管理等に必要な資格取得をしていき、将来的には現場管理者として活躍できる人材に
育成していく

取組１： 女性がいない又は少ない部署・職種等において、ロールモデルとなる人材を育成・紹
介する


